
  平成 23年度

  「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」セミナー

                        が開催されます。

厚生労働省委託事業「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度セミナ

ー」（平成２４年２月２１日(火))が開催されます。

正社員・派遣社員など様々な立場で就業している方や、今後就業を希望され

る方、経営に携わる方などを対象として、ワーク・ライフ・バランスや休暇制

度の必要性に関して事例を挙げてわかりやすく説明いたします。

○○県内におけるセミナーの日程、会場等は以下のとおりです。

・日程 平成２４年２月２１日（火曜日）１４：３０～１６：１５

・会場 横浜市西区みなとみらい３－６－４ みなとみらいビジネス

       スクエア８Ｆ

・申込方法

（１）本事業のホームページ（http://www.kyuukaseido.jp/）から必要事項を

記入し申し込む。

（２）参加申込書（チラシ下部）に必要事項を記入のうえ、FAX（03-3213-2130）
にて申し込む。

※ 参 加 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.kyuukaseido.jp/seminar/index.html）からダウンロード

できます。

〔リンク先URL〕http://www.kyuukaseido.jp/




